
定員 各20人程度

まちの元気塾　「小城暮らしの保健室」

参加費 無料場所 １階  研修室
問 ひらまつ病院  事務管理室　☎37・1040

日時 ・１月13日（火） 10時 ～ 12時
　専門職によるミニ講座  10時～11時
・１月24日（土） 13時 ～ 15時　えがおカフェ

場所 ２階  天山ホール

ゆめぷらっと小城１０周年記念　
映画上映会 「ら・かんぱねら」
日時 １月17日（土）　午前の部  開場  ９時30分／開演 10時

　　　　　　　午後の部  開場 13時30分／開演 14時チケット 600円
定員 各300人（全席自由）

問 ゆめぷらっと小城  管理室　☎37・6601

参加費 1,000円 持参品 エプロン・三角巾・筆記用具

まちの元気塾　「普茶料理教室」

定員 20人場所 １階  研修室・クッキングスタジオ

問 ゆめぷらっと小城  管理室　☎37・6601

日時 １月25日（日） ９時～13時30分

小城町253番地21
☎37・6601

インフォメーション
８時30分
～22時

開館時間

各種相談 祝日・年末年始は
開催していませんこんなトラブルにご注意を！！

マイナンバーカードおよびパスポート
交付の時間外手続きのお知らせ

小城市消費生活センター　☎72・５６６７
（月・火・水・金曜日 ９時30分〜16時30分）
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ

問

問 申  市民課　☎３７・６１００

【パスポート交付】（予約制）
市LINE公式アカウントまたは電話にて予約してください。
〈１月平日〉  毎週木曜日
　　　　　　17時15分～19時（予約は当日17時まで）
〈１月日曜日〉  11日（日）　９時〜12時
　　　　　　  （�予約は直前の平日開庁日17時まで）
※�パスポート申請受付や申請の相談は取り扱いません。

申請は、平日の開庁時間内にお越しください。

相談名 相談日 場所 時間

育児相談
☎37・6107

本誌22ページ
「健康だより」を
ご覧ください

三日月町　ゆめりあ 9：30

～
11：30

小城町　桜楽館
牛津町　アイル

生活相談
（生活・
家計・仕事）

毎週
月～金曜日

小城市生活自立支援
センター（桜楽館内）
☎73・2700

８：30

～

17：15
消費生活
相談

（要予約）

毎週
月・火・水・金
曜日

小城市役所
消費生活センター
☎72・5667

9：30

～

16：30

行政相談
☎37・6112

毎月
第３火曜日

小城市役所別館
（ゆめりあ北側）

13：30

～

15：30

人権相談
☎37・6136

毎月第１火曜日 小城市役所別館
（ゆめりあ北側）

13：30

～

15：30毎月第３火曜日

障がい者
相談

毎週
月～金曜日

小城・多久障害者相談
支援センター（桜楽館内）

☎７１・１２５０

８：30

～

17：15

（家族による
家族のための）
精神障害
悩み相談

毎週月曜日
佐賀県精神保健
福祉連合会事務局
☎72・4797

10：00

～

13：00毎週火〜日曜日（祝日・年末年始も実施）
☎090・8357・7963（松田）

平日の開庁時間内に来庁でき
ない人のために、時間外窓口
を開設します。
予約枠には限りがあります。お早めにご予約ください。

予約はこちらから
（市LINE公式アカウント）

【マイナンバーカード】
〈１月平日〉  毎週木曜日　17時15分〜19時
　　　　　　※�当日17時までに市LINE公式アカウント

または電話での予約が必要です。
〈１月日曜日〉  11日（日）　９時〜12時
〈共通事項〉 
開設場所  小城市役所  西館１階  市民課
取扱業務  ・・�マイナンバーカードの申請・交付
※�顔写真の無料撮影サービスを行っています。
・・�電子証明書の発行・更新
・・暗証番号の変更・再設定

詳細は
こちら

（事例）スマホで無料のアダルト動画のサイトを見てい
たら、突然「登録完了」という画面になった。「誤作
動の人はこちら」という表示が出たので電話をすると、
料金約50万円が発生していると言う。登録したつも
りはないと言うと「いったん30万円を支払ってもら
えれば、手数料約千円を差し引いて返金す
る」と言われた。コンビニで電子マネーを
購入して電子マネーの番号を連絡したが、
返金される予定の日に返金がなかった。

無料動画を見ていたら、いきなり有料登録に！！

◎�「誤作動の人はこちら」「退会はこちら」などの案
内があっても、決して連絡してはいけません。支
払いを求められたり、個人情報を聞き出されたり
する場合があります。
◎�事業者にお金を払ってしまうと取り戻すことは
困難です。相手に何を言われても慌てて支払わな
いようにしましょう。
◎�困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス
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